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健康で働き生活を楽しみ

明 る い 家 庭 を

　　つ く り ま し ょ う

■
市
民
課
の
窓
口
業
務

▽
届
出
・
登
録
・
証
明
書
等

　

転
入
・
転
出
・
転
居
届
、
戸

籍
の
届
出
、
印
鑑
登
録
、
各
種

証
明
書
の
発
行
等
は
、
年
内
が

28
日
㈮
ま
で
、
新
年
は
４
日
㈮

　

東
大
和
市
消
防
団
で
は
、
12

月
26
日
㈬
か
ら
30
日
㈰
ま
で
歳

末
警
戒
を
実
施
し
ま
す
。

　

例
年
こ
の
時
期
は
、
空
気
が

乾
燥
し
て
火
災
が
起
こ
り
や
す

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
放
火
等

に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
皆
さ
ん
も
、
夜
、
お
休

み
の
前
に
は
火
の
元
の
確
認
や

家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の

を
置
か
な
い
な
ど
、
十
分
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
警
戒
時
間　

午
後
８
時
〜
10

時▽
警
戒
実
施
場
所　

市
内
全
域

※
各
分
団
が
受
け
持
ち
区
域
を

巡
回
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

総
務
課
・
内
線
１

３
５
１
ま
で
。

　

年
末
・
年
始
に
急
に
か
ら
だ

の
具
合
が
悪
く
な
っ
た
時
は
、

休
日
急
患
診
療
所
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
な
お
、
ご
利
用
の
際

に
は
、
保
険
証
を
忘
れ
ず
に
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

●
休
日
急
患
診
療
所

立
野
１

－

１
０
３
４

－

２
：
☎

564

－

８
１
８
１

▽
診
療
期
間　

12
月
29
日
㈯
〜

か
ら
始
め
ま
す
。

　

た
だ
し
、
戸
籍
の
届
出
（
婚

姻
届
、
出
生
届
、
死
亡
届
等
）

は
、
休
み
の
間
で
も
夜
間
・
休

日
受
付
窓
口
（
下
図
参
照
）
で

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

▽
電
話
予
約
に
よ
る
住
民
票
の

受
け
付
け
及
び
交
付
業
務

○
夜
間
・
休
日
受
付
窓
口
で
の

交
付
：
年
内
の
予
約
受
付
と
交

付
は
28
日
㈮
ま
で
、
新
年
は
４

日
㈮
か
ら
始
め
ま
す
。

○
市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
の
交
付

：
年
内
の
予
約
受
付
は
26
日
㈬

ま
で
、
交
付
は
27
日
㈭
ま
で
、

新
年
の
予
約
受
付
は
４
日
㈮
か

ら
、
交
付
は
５
日
㈯
か
ら
始
め

ま
す
。

■
各
施
設
の
休
館
・
休
場
日

　

年
末
・
年
始
の
休
館
・
休
場

日
は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

１
月
３
日
㈭

▽
受
付
時
間　

午
前
10
時
〜
11

時
45
分
、
午
後
１
時
〜
３
時
45

分▽
場
所　

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

北
側
（
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
隣
）

▽
診
療
科
目　

内
科
、
小
児
科

※
臨
時
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

●
東
大
和
病
院

南
街
１

－

13

－

12
：
☎
562

－

１

４
１
１

　

12
月
30
日
㈰
か
ら
１
月
３
日

㈭
ま
で
は
、
一
般
外
来
診
療
を

休
診
し
ま
す
。
な
お
、
救
急
診

療
は
24
時
間
態
勢
で
行
い
ま
す
。

●
公
立
昭
和
病
院

小
平
市
天
神
町
２

－

450
：
☎
042

－

461

－

０
０
５
２

　

12
月
29
日
㈯
か
ら
１
月
３
日

㈭
ま
で
は
、
一
般
外
来
診
療
を

休
診
し
ま
す
。
な
お
、
救
急
診

療
は
行
い
ま
す
が
、
当
院
は
三

次
救
急
医
療
施
設
（
救
命
救
急

セ
ン
タ
ー
）
で
す
の
で
、
主
に

生
命
危
機
を
伴
う
重
傷
・
重
篤

患
者
の
診
療
を
行
い
ま
す
（
休

日
、
夜
間
の
一
般
診
療
で
は
あ

り
ま
せ
ん
）。
来
院
の
際
は
、

あ
ら
か
じ
め
電
話
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
電
話
番
号
は
、
お
間
違
え
の

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

１
１
）
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

市
が
委
託
し
て
い
る
業
者
が
お

伺
い
し
て
対
応
し
ま
す
。

▽
受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分

〜
午
後
９
時
30
分

▽
費
用　

全
額
自
己
負
担

▽
問
合
せ　

下
水
道
課
・
内
線

１
２
３
５
ま
で
。

繕
等
の
対
応
が
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

　

年
末
・
年
始
も
対
応
し
ま
す

の
で
、
緊
急
の
修
繕
が
必
要
な

時
は
、
市
役
所
（
☎
563

－

２
１

　

市
で
は
、
土
・
日
曜
日
、
祝

日
等
に
宅
地
内
の
排
水
管
（
排

水
設
備
）
の
詰
ま
り
な
ど
が
発

生
し
た
時
に
、
市
が
委
託
し
て

い
る
下
水
道
工
事
事
業
者
が
修

　

年
末
・
年
始
の
ご
み
・
資
源

物
の
収
集
は
、
表
２
の
と
お
り

で
す
。
年
末
は
12
月
31
日
㈪
ま

で
、
年
始
は
１
月
４
日
㈮
か
ら

通
常
ど
お
り
収
集
を
行
い
ま
す
。

当
日
は
、
朝
８
時
ま
で
に
ご
み

集
積
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
最
終
日
の
回
収

後
に
出
さ
れ
た
ご

み
・
資
源
物
及
び

分
別
の
違
う
ご
み

は
収
集
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
お
間
違

え
の
な
い
よ
う
表

２
を
確
認
の
う
え
、

出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
祝
日
の
ご
み
収

集
　

12
月
24
日
㈪
は

振
替
休
日
で
す
が

ご
み
収
集
は
通
常

ど
お
り
行
い
ま
す
。

□
お
問
合
せ
は
、

ご
み
対
策
課
・
内

線
１
７
３
１
ま
で
。

　

今
年
も
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。
年
内
の
市
役
所
の
窓
口
業
務
は
28
日
㈮
で
終
わ
り
、

29
日
㈯
か
ら
来
年
の
１
月
３
日
㈭
ま
で
休
み
に
な
り
ま
す
。

　

年
末
の
休
み
近
く
に
な
る
と
、
市
民
課
な
ど
の
各
窓
口
は
た
い
へ
ん
混
雑
し
ま
す
の
で
、
手

続
き
は
お
早
め
に
済
ま
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
ご
家
庭
や
事
業
所
等
の
大
掃
除

な
ど
も
早
め
に
行
い
、ご
み
の
排
出
が
一
時
期
に
集
中
し
な
い
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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移動図書館（みずうみ号）
図書館（中央・桜が丘・清原）
郷 土 博 物 館
地区集会所（桜が丘市民センターを含む）
地区会館（奈良橋･新堀･向原･清原） 12月27日（木）は通常休館日となります。

公 民 館 12月28日及び1月4日は受付業務のみ行います。

桜 が 丘 市 民 広 場
上仲原公園テニスコート･野球場 野球場は芝保護のため、1～2月は使用できません。

市 民 体 育 館 12月28日及び1月4日は受付業務のみ行います。

芋 窪 老 人 集 会 所
老 人 福 祉 館
子ども家庭支援センター
保 健 セ ン タ ー
児 童 館

12月26日（水）で巡回終了 １月９日（水）から巡回開始

教
育
施
設
の
利
用

運
動
施
設
の
利
用

福
祉
施
設
等
の
利
用

市 役 所 の 窓 口 業 務
（清原市民センターを含む）

ハ ミ ン グ ホ ー ル

区　　　　　　分 27日
（木）

28日
（金）

29日
（土）

30日
（日）

12月 １月
1日
（火）

2日
（水）

3日
（木）

4日
（金）

31日
（月）

5日
（土）

〈表１〉 年末・年始施設利用　　　休館・休場日  ■平常業務

※土曜開庁：午前８時30分～正午／市民課・保険年金課
　・課税課・納税課・児童福祉課の一部窓口業務を実施

※

　 地 　 区 　

芋窪・蔵敷・上北台
・立野
湖畔・奈良橋・高木
・中央・南街
狭山・清水・清原・
新堀・多摩湖

仲原・向原・桜が丘

12月31日（月）

紙 ・ 布

缶 ・ び ん ・
ペットボトル

可 燃 ご み

可 燃 ご み

１月４日（金）

可 燃 ご み

不 燃 ご み

不 燃 ご み

可 燃 ご み

〈表２〉 年末・年始のごみ・資源物収集

※回収曜日・回収品目ともに特別な変更はありません。

Ｎ

中　央
公民館

商工
会館

中　央
図書館

駐車場駐車場駐車場 現業棟現業棟現業棟

夜間・休日受付窓口
１
階
受
付
入
口

市庁舎

市
役
所
の
窓
口
業
務

市
役
所
の
窓
口
業
務

1212
月
は
月
は
2828
日
㈮
ま
で
、
１
月
は
４
日
㈮
か
ら

日
㈮
ま
で
、
１
月
は
４
日
㈮
か
ら

「見守り」呼びかけ放送　市立小学校の冬季休業期間中（12月26日㈬～平成20年１月7日㈪）は、放送をお休みします。皆さんのご理解とご協力をお願いします／秘書広報課・内線１４１１まで

12
月
26
日
㈬
〜
30
日
㈰

東
大
和
市
消
防
団
が

歳
末
警
戒
を
実
施

年末・
年始の
急患診療

年
末
・
年
始
に

排
水
管
が
詰
ま
っ
た
ら

年
末
・
年
始
に

排
水
管
が
詰
ま
っ
た
ら

年内は31日㈪まで
収集します

ごみ収集日の
　　 確 認 を!



■
特
別
会
計
■

　

各
特
別
会
計
の
予
算
執
行
状

況
等
は
表
１
・
表
２
の
と
お
り

と
な
っ
て
い
ま
す
。
各
会
計
と

も
、
そ
の
設
置
目
的
に
従
い
、

事
業
の
執
行
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

道
路
、
下
水
道
等
の
整
備
や

学
校
等
の
施
設
建
設
な
ど
将
来

に
わ
た
っ
て
効
果
が
残
る
事
業

の
財
源
に
つ
い
て
は
、市
債（
借

入
金
）
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

　

市
債
の
残
高
は
、
平
成
19
年

９
月
30
日
現
在
で
約
三
二
六
億

六
、
一
九
〇
万
円
と
な
っ
て
い

ま
す
（
表
３
参
照
）。

　

市
債
の
残
高
は
、
借
り
入
れ

を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

徐
々
に
減
少
し
て
き
て
い
ま
す

（
図
１
参
照
）。

　

一
般
会
計
に
お
け
る
基
金

（
積
立
金
）
に
は
、
年
度
間
の

財
源
調
整
を
図
る
財
政
調
整
基

金
と
福
祉
や
ま
ち
づ
く
り
な
ど

の
た
め
の
特
定
目
的
基
金
が
あ

り
ま
す
。

　

基
金
の
残
高
は
、
厳
し
い
財

政
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
必

要
額
を
と
り
く
ず
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
減
少
し
て
き
て
い
ま

す
（
図
２
参
照
）。

　

小
・
中
学
校
や
保
育
園
等
の

公
共
施
設
の
土
地
・
建
物
の
財

産
は
、
表
４
の
と
お
り
と
な
っ

て
い
ま
す
。

□
お
問
合
せ
は
、
財
政
課
・
内

線
１
４
３
１
ま
で
。

　

一
般
会
計
と
５
つ
の
特
別
会

計
を
合
わ
せ
た
平
成
19
年
９
月

30
日
現
在
の
歳
入
・
歳
出
予
算

現
額
（
当
初
予
算
額
に
こ
れ
ま

で
の
補
正
予
算
額
及
び
平
成
18

年
度
繰
越
事
業
費
を
加
え
た

額
）
は
、
四
五
八
億
一
、
〇
九

一
万
七
、
〇
〇
〇
円
で
、
各
会

計
の
上
半
期
の
予
算
執
行
状
況

は
表
１
の
と
お
り
と
な
っ
て
い

ま
す
。

■
一
般
会
計
■

　

平
成
19
年
度
の
当
初
予
算
額

は
、
二
四
三
億
四
、
八
〇
〇
万

円
で
し
た
。
そ
の
後
の
補
正
予

算
に
お
い
て
、
都
支
出
金
、
繰

入
金
、
繰
越
金
、
市
債
等
を
財

源
と
し
て
、
東
京
都
市
収
益
事

業
組
合
負
担
金
、（
仮
称
）
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業
費
、

学
童
保
育
所
運
営
費
、
防
犯
対

策
事
業
費
、
教
育
セ
ン
タ
ー
運

営
費
等
の
増
額
と
、
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
繰
出
金
等

の
減
額
を
計
上
し
ま
し
た
。

　

当
初
予
算
額
に
補
正
予
算
額

を
加
え
た
平
成
19
年
９
月
30
日

現
在
の
予
算
現
額
は
、
二
四
五

億
七
、
五
四
六
万
七
、
〇
〇
〇

円
と
な
り
ま
し
た（
表
２
参
照
）。

く
だ
さ
い
。
な
お
、
該
当
す
る

方
で
登
録
申
請
書
が
届
か
な
い

場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
と
な
る
方　

①
昭
和
63

年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
で
、
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地

を
耕
作
し
て
い
る
方　

②
前
記

①
の
該
当
者
と
同
居
の
親
族
で
、

20
歳
以
上
、
年
間
60
日
以
上
農

業
に
従
事
し
て
い
る
方

▽
申
請
期
限　

平
成
20
年
１
月

10
日
㈭

▽
問
合
せ　

農
業
委
員
会
事
務

局
（
市
役
所
１
階
、
産
業
振
興

課
内
）・
内
線
１
０
７
２
ま
で
。

　

農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人

名
簿
は
、
平
成
20
年
１
月
１
日

現
在
で
作
成
さ
れ
ま
す
。
こ
れ

は
、
毎
年
一
定
の
資
格
者
に
つ

い
て
、
確
認
・
調
製
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
る
も
の
で
す
。こ
の
た
め
、

次
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

に
は
、
登
録
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
必
ず
申
請
を
し
て

　

家
庭
福
祉
員
は
、
保
育
の
技

能
と
経
験
を
生
か
し
て
、
保
育

園
の
入
園
が
待
機
と
な
っ
て
い

る
３
歳
未
満
の
乳
幼
児
を
自
宅

に
お
い
て
保
育
す
る
方
で
す
。

　

市
で
は
、
家
庭
福
祉
員
と
し

て
活
躍
し
て
い
た
だ
け
る
方
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
次
の
す
べ

て
の
条
件
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、

ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

▽
家
庭
福
祉
員
の
条
件　

①
市

内
在
住
の
心
身
健
全
な
25
歳
か

ら
62
歳
ま
で
の
方　

②
保
育

士
、教
員
、助
産
師
、保
健
師
、

看
護
師
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を

有
す
る
こ
と　

③
現
在
、
養
育

し
て
い
る
６
歳
未
満
の
子
ど
も

が
い
な
い
こ
と　

④
自
宅
に
保

育
専
用
室
と
し
て
9.9
㎡（
６
畳
）

以
上
の
部
屋
が
原
則
と
し
て
１

階
に
あ
る
こ
と
な
ど

　

な
お
、
家
庭
福
祉
員
に
は
、

保
育
す
る
人
数
（
３
人
ま
で
）

に
応
じ
、
市
と
保
護
者
か
ら
経

費
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

▽
問
合
せ　

児
童
福
祉
課
・
内

線
１
１
５
６
ま
で
。

458 1,091 7 185 2,947 6100.0 163 4,569 7 40.4 35.7

34 6,081 1 14 311 07.6 13 6,754 0 40.5 39.5介 護 保 険 事 業

10 8,762 9 1 5,494 72.4 1 1,539 5 14.2 10.6土地区画整理事業

47 1,492 0 18 1,051 210.3 17 1,318 6 38.4 36.3老 人 保 健

25 3,190 2 4 4,250 85.5 9 947 9 17.5 35.9下 水 道 事 業

94 4,018 8 30 6,329 520.6 33 4,859 4 32.4 35.5国民健康保険事業

245 7,546 7 116 5,510 453.6 88 9,150 3 47.4 36.2

区　分

会計名

一 般 会 計

合 計

億 万千円 億 万千円％ 億 万千円 ％ ％

予算現額

構成比

収入済額 支出済額 収入率 執行率

一般会計及び特別会計の予算執行状況
〈表１〉 （平成19年９月30日現在）

特
　
別
　
会
　
計

A B C A
B─×100 A

C─×100

区　　分 面　　積 内　　容

土　　地 519,395㎡ 小学校、中学

校、保育園、公

園、庁舎など
建　　物
（延面積） 140,744㎡

市 の 財 産
〈表4〉 （平成19年９月30日現在）

326億6,190万3千円 100.0

146億9,780万3千円 45.0

179億6,410万円 55.0

　 合　　計　

下水道事業特別会計

一 般 会 計

区　　分 残　　 高 構成比（％）

市債（借入金）の状況
〈表３〉 （平成19年９月30日現在）
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平成19年度平成18年度平成17年度平成16年度平成15年度
※平成15～18年度は決算数値、平成19年度は平成19年９月30日現在の数値。

　土地区画会計
　下水道会計
　一 般 会 計
��

����
億円

352.7億円 351.0億円 344.2億円 334.8億円 326.6億円

 〈図１〉市債（ 借入金）残高の推移
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※平成15～18年度は決算数値、平成19年度は９月補正予算現在の数値。

億円 特定目的基金
（緑化基金やまちづくり文化基金ほか）
財政調整基金

24.8億円

19.3億円

14.9億円

8.8億円

4.8億円

 〈図２〉基金（積立金）現在高の推移

平
成
平
成
1919
年
度
上
半
期

年
度
上
半
期

財
政
状
況
の
公
表

平
成
平
成
1919
年
度
上
半
期

年
度
上
半
期

予
算
の執

行
状
況

市
債
（
借
入
金
）

の
状
況

基
金
（
積
立
金
）

の
状
況

市

の
財

産

家
庭
福
祉
員
に

な
り
ま
せ
ん
か

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿

登
録
申
請
に

ご
協
力
を

一般会計及び特別会計の予算の推移
〈表２〉 （平成19年９月30日現在）

区　分
会計名 当初予算額Ａ 補正予算額Ｂ 前年度からの繰越事業費C

予算現額
Ｄ＝Ａ+Ｂ+Ｃ

補正予算額（歳出）の
主な内容

一 般 会 計

億

243

万

4,800

千円

0

億

2

万

2,746

千円

7

億 万 千円

0

億

245

万

7,546

千円

7

総務費2億5,058万7,000円増額
　（東京都市収益事業組合負担金等）
民生費6,012万1,000円減額
　（国民健康保険事業特別会計繰出金等）
その他3,700万1,000円増額
　（借入金償還費等）

特　

別　

会　

計

国 民 健 康
保 険 事 業 93 5,507 1 8,511 7 0 94 4,018 8 老人保健拠出金5,696万9,000円増額　等

下水道事業 25 3,190 2 0 0 25 3,190 2

老 人 保 健 46 5,280 7 6,211 3 0 47 1,492 0 一般会計繰出金4,361万8,000円増額　等
土 地 区 画
整 理 事 業 9 4,874 8 1 3,888 1 0 10 8,762 9 基金積立金7,954万8,000円増額　等
介 護 保 険
事 業 33 4,217 0 1 1,655 3 208 8 34 6,081 1 基金積立金4,653万9,000円増額　等

合　　　計 451 7,869 8 6 3,013 1 208 8 458 1,091 7

市役所☎563－2111（代）
東やまと市報東やまと市報 ２００７・１２・１５ ❷



　

８
月
30
日
に
東
大
和
市
廃
棄

物
減
量
等
推
進
審
議
会
に
対
し

て
、
市
長
か
ら
「
東
大
和
市
一

般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
（
ご

み
ゼ
ロ
プ
ラ
ン
）
の
改
定
に
つ

い
て
」
の
諮
問
を
行
い
、
こ
れ

に
つ
い
て
の
答
申
が
11
月
22
日

に
あ
り
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
審
議
会
の
答
申
に

基
づ
き
「
東
大
和
市
一
般
廃
棄

物
処
理
基
本
計
画
（
ご
み
ゼ
ロ

プ
ラ
ン
）」
の
素
案
を
作
成
し

ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
概
要
を

お
知
ら
せ
し
、
東
大
和
市
の
将

来
に
お
け
る
ご
み
処
理
の
あ
り

方
等
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ

ん
か
ら
ご
意
見
を
お
聞
き
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ご
み
ゼ
ロ
プ
ラ
ン
策
定
の
た

め
の
参
考
意
見
を
、
ぜ
ひ
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

　

今
回
は
、
現
行
計
画
か
ら
５

年
を
経
過
し
、
こ
の
間
の
各
種

関
係
法
令
の
整
備
や
社
会
的
問

題
、
資
源
化
技
術
の
向
上
な
ど

の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
計

画
の
見
直
し
を
行
い
、
今
後
の

東
大
和
市
に
お
け
る
廃
棄
物
の

減
量
及
び
処
理
に
つ
い
て
、
長

期
的
・
総
合
的
な
視
点
か
ら
市

の
廃
棄
物
政
策
に
か
か
わ
る
基

本
計
画
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

計
画
の
目
標
年
度
は
、
平
成

20
年
度
か
ら
24
年
度
ま
で
と
し

ま
す
。

⑴
循
環
型
社
会
の
構
築

　

従
来
の
大
量
生
産
・
大
量
消

費
・
大
量
廃
棄
の
社
会
経
済
シ

ス
テ
ム
は
、
地
球
環
境
の
破
壊

や
資
源
の
枯
渇
、
大
気
汚
染
や

水
質
汚
濁
な
ど
の
環
境
汚
染
、

最
終
処
分
場
（
埋
立
地
）
の
逼ひ

っ

迫
な
ど
の
問
題
を
引
き
起
こ
し

て
い
ま
す
。
持
続
的
発
展
が
可

能
な
循
環
型
社
会
の
構
築
の
た

め
に
、
生
産
・
流
通
の
段
階
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
廃
棄
物
の

発
生
抑
制
や
リ
サ
イ
ク
ル
を
促

進
し
て
い
き
な
が
ら
、
経
済
合

理
性
か
ら
環
境
合
理
性
へ
と
価

値
観
を
変
え
る
こ
と
で
、
資
源

を
有
効
に
利
用
す
る
「
最
適
生

産
、
最
適
消
費
、
最
小
廃
棄
」

型
社
会
へ
の
転
換
を
図
っ
て
い

こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

⑵
発
生
抑
制
・
資
源
循
環
の
仕

組
み
を
つ
く
る

　

生
産
･
流
通
の
段
階
か
ら
廃

棄
物
の
発
生
抑
制
や
資
源
循
環

の
促
進
の
た
め
、
拡
大
生
産
者

責
任
の
考
え
を
基
に
し
た
、
事

業
者
の
自
主
的
な
リ
サ
イ
ク
ル

の
仕
組
み
づ
く
り
が
必
要
で
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え

方
か
ら
、
市
民
･
事
業
者
･
行

政
が
一
体
と
な
っ
て
発
生
・
排

出
抑
制
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

⑴
ご
み
の
発
生
・
排
出
抑
制
を

進
め
、
ご
み
減
量
化
・
資
源
化

の
推
進
を
図
り
ま
す

　

循
環
型
社
会
を
実
現
す
る
た

め
に
、

○
ご
み
の
発
生
抑
制
（
リ
デ
ュ

ー
ス
）

　

ご
み
の
発
生
そ
の
も
の
を
抑

制
す
る
。

○
再
使
用
（
リ
ユ
ー
ス
）

　

一
つ
の
物
を
大
切
に
繰
り
返

し
使
用
す
る
。

○
再
利
用
（
リ
サ
イ
ク
ル
）

　

使
い
終
わ
っ
た
物
を
再
資
源

化
す
る
。

を
積
極
的
に
進
め
て
い
き
ま
す
。

⑵
市
民
・
事
業
者
・
行
政
等
の

各
主
体
が
一
体
と
な
っ
て
、
ご

み
減
量
の
施
策
を
推
進
し
ま
す

⑴
容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
収

集
の
全
市
拡
大

　

東
大
和
市
に
お
け
る
容
器
包

装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
収
集
は

約
11
％
の
モ
デ
ル
地
区
で
年
間

約
65
ｔ
の
回
収
に
と
ど
ま
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
当
市
を
除

く
小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組

合
の
構
成
２
市
で
は
す
で
に
全

市
拡
大
を
実
施
し
て
お
り
、
そ

の
結
果
、
当
市
に
お
い
て
は
、

リ
サ
イ
ク
ル
率
の
低
下
と
投
入

比
率
の
増
が
負
担
金
の
増
と
い

う
形
で
顕
在
化
し
て
い
ま
す
。

　

従
っ
て
、
容
器
包
装
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
収
集
の
全
市
拡
大
は
喫

緊
の
課
題
で
あ
り
早
期
実
現
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑵
生
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
推

進
　

ご
み
排
出
量
の
大
半
を
占
め

る
生
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
は
、

ご
み
減
量
に
多
大
な
効
果
を
も

た
ら
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

実
態
は
ほ
と
ん
ど
リ
サ
イ
ク
ル

さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
あ
り
ま

す
。
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
生

ご
み
に
よ
る
堆た

い
ひ肥
づ
く
り
講
習

会
や
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
の
購
入

費
補
助
及
び
無
料
貸
付
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
が
、
成
果
が
あ

が
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言

え
な
い
状
況
で
す
。

　

他
市
の
状
況
等
を
参
考
に
、

実
効
性
の
高
い
施
策
を
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑶
処
理
経
費
の
適
正
化

　

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組

合
構
成
３
市
で
は
、
家
庭
系
ご

み
は
無
料
収
集
し
て
い
ま
す
が
、

一
般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
粗

大
ご
み
や
持
込
み
ご
み
、
事
業

系
一
般
ご
み
に
つ
い
て
は
有
料

回
収
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
当

市
は
、
他
の
２
市
と
比
較
す
る

と
処
理
経
費
が
最
低
額
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
こ
の
格
差
を
是
正

し
、
処
理
経
費
の
適
正
化
を
図

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑷
３
市
に
お
け
る
ご
み
収
集
方

法
の
統
一
及
び
連
携

　

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組

合
構
成
３
市
の
ご
み
の
収
集
方

法
は
、
ご
み
減
量
の
推
進
、
分

別
収
集
の
拡
大
に
伴
い
３
市
と

も
現
在
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式

に
よ
る
収
集
方
法
に
改
め
て
き

ま
し
た
。

　

今
後
は
、
分
別
方
法
の
相
違

な
ど
の
統
一
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
３
市
で
資
源
物

の
共
同
処
理
に
つ
い
て
方
策
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑸
民
間
回
収
（
集
団
回
収
）
の

促
進

　

資
源
物
収
集
は
、
行
政
回
収

が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

更
な
る
ご
み
減
量
の
推
進
、
分

別
の
徹
底
を
進
め
て
い
く
た
め

に
は
、
行
政
回
収
か
ら
民
間
回

収
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
行
政
回
収
で
は
、
ど
う
し

て
も
分
別
が
不
徹
底
に
な
り
が

ち
で
す
が
、
民
間
回
収
で
は
、

資
源
以
外
の
も
の
は
回
収
し
な

い
こ
と
か
ら
分
別
の
徹
底
が
図

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
分
別
に
対
す
る
意
識
の
高

揚
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

⑹
市
民
啓
発
の
強
化
・
促
進

　

ご
み
減
量
・
資
源
循
環
に
お

け
る
ご
み
の
発
生
抑
制
（
リ
デ

ュ
ー
ス
）、再
使
用（
リ
ユ
ー
ス
）、

再
利
用
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
に
つ

い
て
は
、
法
体
系
の
整
備
、
リ

サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
整
備
等

も
必
要
で
す
が
、
市
民
へ
の
啓

発
が
重
要
な
要
素
を
占
め
て
き

ま
す
。

　

今
後
は
、
市
報
や
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
へ
の
掲
載
と
と
も
に
、
ご

み
に
関
す
る
定
期
刊
行
物
の
刊

行
や
積
極
的
に
市
民
の
皆
さ
ん

の
所
に
出
向
き
、
説
明
会
を
行

う
な
ど
、
よ
り
い
っ
そ
う
の
市

民
啓
発
の
強
化
・
促
進
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

⑺
拡
大
生
産
者
責
任
の
確
立

　

ご
み
減
量
を
更
に
効
果
的
に

進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
循
環

型
社
会
形
成
基
本
法
の
基
本
理

念
の
一
つ
で
あ
る
拡
大
生
産
者

責
任
の
確
立
が
必
要
で
す
。

　

そ
の
た
め
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ

ン
活
動
（
生
産
の
過
程
で
排
出

さ
れ
る
廃
棄
物
等
を
徹
底
的
に

分
別
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ

と
で
工
場
の
廃
棄
物
や
排
熱
が

自
然
界
へ
排
出
さ
れ
る
こ
と
を

限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
づ
け
る
こ

と
）
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
思
想
（
消
費
者
の
利

益
や
安
全
性
、
環
境
保
全
な
ど

に
主
眼
を
置
く
こ
と
）
の
普
及

な
ど
企
業
の
社
会
的
責
任
の
確

立
を
強
力
に
す
す
め
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

市
民
・
事
業
者
・
行
政
等
の

責
任
分
担
の
も
と
に
発
生
・
排

出
抑
制
と
リ
サ
イ
ク
ル
を
進
め

る
た
め
、
ご
み
減
量
と
リ
サ
イ

ク
ル
の
目
標
を
設
定
し
ま
す

（
左
表
参
照
）。

⑴
減
量
施
策
の
実
施

○
発
生
・
排
出
抑
制
等
の
対
策

・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
改
善

・
マ
イ
バ
ッ
グ
の
持
参

・
生
ご
み
の
自
家
処
理
支
援

・
水
切
り
排
出
の
徹
底

・
雑
紙
分
別
排
出
の
徹
底

・
容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

市
内
全
域
収
集

・
粗
大
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル

・
剪せ

ん

定
枝
チ
ッ
プ
化
の
対
象
拡

大○
地
域
住
民
等
へ
の
対
応

・
資
源
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
適
正

管
理

・
出
前
説
明
会
へ
の
職
員
派
遣

・
廃
棄
物
減
量
等
推
進
員
の
活

動
支
援

⑵
市
民
・
事
業
所
へ
の
情
報
提

供
・
指
導

○
分
か
り
や
す
い
広
報
な
ど

・
市
報
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど

の
分
か
り
や
す
い
表
現
の
工
夫

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
た

情
報
提
供

・
自
治
会
・
商
工
会
な
ど
へ
の

協
力
要
請
に
よ
る
普
及
活
動
の

促
進

⑶
環
境
学
習
の
推
進

・
施
設
見
学
会
・
講
座
の
開
催

・
学
校
と
の
連
携
に
よ
る
体
験

学
習
の
受
入
れ

⑷
市
民
・
事
業
者
・
他
自
治
体

と
の
連
携

○
市
民
・
事
業
者
が
自
ら
リ
サ

イ
ク
ル
を
進
め
る
た
め
の
支
援

・
指
導

・
生
ご
み
の
た
い
肥
化
助
成

・
集
団
回
収
の
支
援

・
リ
サ
イ
ク
ル
協
力
店
の
拡
大

・
他
自
治
体
と
の
広
域
支
援
体

制
の
維
持
・
連
携

⑸
処
理
費
用
負
担
と
処
理
責
任

の
適
正
化

　

事
業
系
ご
み
の
料
金
の
適
正

化
、
家
庭
系
ご
み
等
の
処
理
費

用
負
担
の
あ
り
方
の
検
討

⑹
国
・
都
・
生
産
者
側
へ
の
要

望・
循
環
型
社
会
に
向
け
た
法
整

備・
施
設
建
設
等
の
地
方
自
治
体

へ
の
補
助
拡
大

・
拡
大
生
産
者
責
任
の
確
立

▽
ご
意
見
の
受
付　

ご
み
対
策

課
（
市
役
所
３
階
、　

〒
207- 

8585

東
大
和
市
中
央
３

－

930
、
フ
ァ

ク
ス
563

－

５
９
３
１
、
メ
ー
ル

ア
ド
レ
スg

om
itaisak

u
@
city.higashiyam

ato.l
g.jp

）
ま
で
。

▽
受
付
期
限　

平
成
20
年
１
月

31
日
㈭

▽
問
合
せ　

ご
み
対
策
課
・
内

線
１
７
３
４
ま
で
。
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～素案の概要が～素案の概要が

まとまりました～まとまりました～
～素案の概要が～素案の概要が

まとまりました～まとまりました～
～素案の概要が

まとまりました～
東大和市ごみ処理
基本計画基本計画（ごみゼロプラン）（ごみゼロプラン）

東大和市ごみ処理
基本計画（ごみゼロプラン）

１　

計
画
の
位
置
付
け

２　

計
画
の
基
本
理
念

○目標１　ごみの排出物原単位は
　　　　　　　　　800ｇ／人・日以下とする
　この目標を達成するためには、市民・事業者・行政が積極
的に、減量施策に取り組む必要があります。
○目標２　収集ごみ（家庭系ごみ）を
　　　　　　　　　650ｇ／人・日以下とする
　一般家庭から排出されるごみの排出抑制対策を講じるとと
もに、環境に優しいライフスタイルへの転換を図る必要があ
ります。
○目標３　事業者から排出される事業系持込み
　　　　　　　　　ごみ量を2,500ｔ／年以下とする
　事業系ごみについても、発生・排出抑制対策を進めるとと
もに、減量・分別の徹底を図る必要があります。
○目標４　リサイクル率を35％以上とする
　発生・排出抑制が基本ですが、新たなリサイクル施策の展
開や更なる分別の徹底も推進する必要があります。現状のリ
サイクル率は24.3％（平成18年度）ですが、目標達成のた
めには、市民・事業者・行政が一体となって進めていくこと
が重要です。
○目標５　最終処分場への持込み量を
　　　　　　　　　2,500ｔ／年以下とする
　ごみの減量やリサイクルの施策を展開し、埋め立て量を減
らして、最終処分場の延命化を図っていく必要があります。

３　

施
策
の
基
本
方
針

４　

現
状
と
課
題

５　

今
後
の
排
出
物
の

　

発
生
と
処
理
の
目
標

６　

目
標
達
成
の
た
め
の

　

主
な
具
体
策
（
例
）

今後の排出物の発生と処理の目標

市役所☎563－2111（代）
東やまと市報東やまと市報２００７・１２・１５❸



　

市
で
は
、
人
事
行
政
の
公
平

性
や
透
明
性
を
高
め
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
一
層
の
ご
理
解
を
い

た
だ
く
た
め
、
東
大
和
市
人
事

行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表

に
関
す
る
条
例
を
制
定
し
、
年

１
回
、
職
員
の
任
免
、
給
与
、

勤
務
条
件
、
服
務
、
研
修
等
人
事

行
政
の
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、

公
表
し
て
い
ま
す
。
市
報
で
は

次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

【
給
与
決
定
の
仕
組
み
】

　

地
方
公
務
員
の
給
与
は
、
地

方
公
務
員
法
に
よ
り
、生
計
費
、

国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職

員
、
民
間
企
業
の
従
業
員
の
給

与
な
ど
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
や
都
は
、
毎
年
、
民
間
企

業
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
民

間
給
与
の
水
準
を
調
査
し
、
そ

の
結
果
を
踏
ま
え
た
勧
告
を
行

い
ま
す
。

　

市
職
員
の
給
与
は
、
こ
れ
ら

の
勧
告
や
多
摩
各
市
の
動
向
を

踏
ま
え
つ
つ
、
市
議
会
の
議
決

を
経
た
条
例
に
よ
り
決
定
さ
れ

ま
す
。

【
職
員
定
数
の
適
正
化
】

　

市
で
は
、
こ
れ
ま
で
事
務
事

業
の
見
直
し
、組
織
の
合
理
化
、

民
間
委
託
の
推
進
な
ど
を
通
じ

て
職
員
数
の
適
正
化
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
職
員
数
は
平
成

６
年
度
の
652
人
を
ピ
ー
ク
に
、

平
成
19
年
度
当
初
は
505
人
と
な

り
ま
し
た
。

▽
問
合
せ　

職
員
課
・
内
線
１

３
３
１
（
定
員
に
つ
い
て
は
、

企
画
課
・
内
線
１
４
２
５
）
ま

で
。

構 成 比（％） 0.0 0.0 100.0 100.0
職 員 数（人） 0 0 36 36
標準的な職務内容 技能主事 技能主事 技能主任
区　　分 １級 ２級 ３級 計

構成比（％） 0.0 0.8 22.2 42.0 22.0 10.0 3.0 100.0
職員数（人） 0 4 104 197 103 47 14 469
標準的な職務内容 主事 主事 主事 主任 係長 課長 部長
区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計

合 計 506人 △27人
小 計 39人 △9人
そ の 他 30人 △1人
下 水 道 9人 0人

公
営
企
業
等

　
会
計
部
門

水 道 0人 △8人 受託水道事業の終了
小 計 99人 △4人

特
別
行

政
部
門

教 育 99人 △4人 職員の不補充

職員の不補充等

小 計 368人 △14人
土 木 34人 1人 受託水道事業残務担当職員の配置等
商 工 2人 0人
農林水産 3人 △1人
衛 生 33人 1人 健康課職員の増等
民 生 132人 △6人 職員の不補充等

産業振興課職員の不補充

税 務 36人 1人 納税課職員の増
総 務 121人 △10人 職員の不補充、現業業務の嘱託員化等

　

一

般

行

政

部

門

　

議 会 7人 0人
部　門 19年

533人
48人
31人
9人
8人

103人
103人
382人
33人
2人
4人
32人
138人
35人
131人
7人
18年

区　分 職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由

19人 4人 ３人 ０人 ０人 ０人 ０人 26人
定年 勧奨 普通 懲戒 分限 失職 死亡 計

　 計 　 14人 ２人 ０人
技能労務職 ０人 ０人 ０人
看　護　師 ０人 ０人 ０人
保　健　師 ０人 ２人 ０人
栄　養　士 ０人 ０人 ０人
保　育　士 ０人 ０人 ０人
技　術　職 ０人 ０人 ０人
一般事務職 14人 ０人 ０人

18年4月1日 18年4月2日～
19年３月31日

（参考）
19年4月1日

１人 25人
０人 ３人
０人 ０人
０人 ０人
０人 １人
０人 ３人
０人 ０人
１人 18人

18年4月1日～
19年３月30日

19年3月31日
区　分

採 用 者 数 退 職 者 数

１．職員の任免及び職員数に関する状況
（１）職員の任免の状況
　①　採用者数及び退職者数の状況（平成18年度）

　②　事由別退職者数（平成18年度）

（２）職員数の状況
　①　部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

（注）１．職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務
員の身分を保有する休職者及び派遣職員を含み、一部事
務組合への派遣者や臨時または非常勤の職員を除きます。

　　　２．教育部門の職員数には、教育長を含みます。

　②　級別職員数の状況（平成19年4月1日現在）
　　ア．一般行政職

（注）１．東大和市職員の給与に関する条例に基づく行政職給
料表（1）の職務の級の区分による職員数です。

　　　２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代
表的な職務です。

　　イ．技能労務職

（注）１．東大和市職員の給与に関する条例に基づく行政職給
料表（2）の職務の級の区分による職員数です。

　　　２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代
表的な職務です。

1,921千円
１人当た
りの平均
支給額

－ －

3.51
（3.55）

計 0.90
4.41
（4.45）

3.50 0.95 4.45 3.00 1.45 4.45

0.21
（0.25）

３月期 －
0.21
（0.25）

0.25 － 0.25 － － －

1.6512月期 0.45 2.10 1.65 0.475 2.125 1.60 0.725 2.325

1.65６月期 0.45 2.10 1.60 0.475 2.075 1.40 0.725 2.125

期末 勤勉 計 期末 勤勉 計 期末 勤勉 計
東大和市

区　分
東京都 国

該当者なし該当者なし該当者なし高校卒技能労務職

341,000円284,640円該当者なし高校卒

383,012円327,175円該当者なし大学卒
一般行政職

経験年数
２０年

経験年数
１５年

経験年数
１０年区　　　分

高 校 卒 142,700 142,700 138,400

大 学 卒 179,200 179,200
Ⅰ種179,200
Ⅱ種170,200

区　　分 東大和市 東京都 国

高 校 卒 142,700 142,700 ー

区　　分 東大和市 東京都 国

　②　技能労務職
（単位：円）

（５）職員の初任給の状況（平成19年4月1日現在）
　①　一般行政職

（単位：円）

（６）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況
（平成19年４月1日現在）

（７）職員手当の状況
　①　期末・勤勉手当（平成18年度）

（単位：月分）

（注）１．国、東京都、市のそれぞれに職制上の段階、職務の
級等による加算措置があります。

　　　２．（　）内は、平成18年度の給与改定による削減額相
当分を３月期の期末手当を削減して調整しましたが、
その調整前の支給割合です。

国 325,724 383,541 40.7 287,094 320,514 48.8

－ －

東
京
都

357,414
473,427

43.7 330,732
429,065

47.0

428,315 466,424

東
大
和
市

365,693
467,350

44.8 391,816
476,350

48.3

平均給料
月額（円）

平均給与
月額（円）

平均年齢
（歳）

平均給料
月額（円）

平均給与
月額（円）

平均年齢
（歳）

区
　
分

一般行政職 技能労務職

（４）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年
　　齢の状況

（平成19年4月1日現在）

（注）１．平均給料月額とは、職員の基本給の平均です。
　　　２．平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養

手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸
手当の額を合計したものです。このうち、上段は、こ
れらのすべての諸手当込みのものであり、地方公務員
給与実態調査で明らかにしています。また、下段は、
国家公務員の平均給与月額には、時間外勤務手当、特
殊勤務手当等が含まれていないことから、比較のため
国家公務員と同じベースで再計算したものです。

東 京 都 １０３．０ １０３．８
東大和市 １０１．１ １０１．９
区　分 １７年 １８年

千円
939,938

千円
2,139,383

人
４８６

千円
938,635

千円
4,017,956

千円
8,267

職員手当給料 期末・
勤勉手当

計　Ｂ

給　与　費職員数 Ａ
18年4月1日
現在

１人当た
り給与費
B／A

人
８１，２８８

千円
23,812,903

千円
775,567

千円
5,053,660

％
21.2

住民基本台帳人口
19年3月31日現在

歳出額
Ａ

実質収支 人件費
Ｂ

人件費率
Ｂ／Ａ

職員数 532 505
前年比 △27

△27合　　計

職員数 48 39
前年比 △9

△9公営企業等
会　　　計

職員数 102 98
前年比 △4

△4特別行政

職員数 382 368
前年比 △14

△14一般行政

18年
計画前年

19年
1年目

18～19年
増減数の累計

区  分

部  門

職員数（人） 0 55 129 125 196 505

区　分 20歳
未満

20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳 計

　③　年齢別職員構成の状況
（平成19年4月1日現在）

　④　定員適正化の状況
　　ア．定員適正化計画の概要
　　　　計画期間：平成19年度～23年度
　　　　目標値：平成21年度当初の職員数500人
　　イ．年次別職員数（実績）の概要

（各年4月1日現在、単位：人）

３．職員の給与の状況
（１）人件費の状況（平成18年度一般会計決算）

（注）特別行政部門の職員数には教育長を含みません。

（注）１．人件費には、特別職に支給される給料及び報酬を含
みます。

　　　２．数値は、平成18年度地方財政状況調査の数値です。

２．職員の競争試験及び選考の状況
（１）職員採用試験の実施の状況（平成18年度）

平成18年度は、職員採用試験を実施していません。
（２）昇任試験の実施の状況（平成18年度）

（単位：人）

（２）職員給与費の状況（平成18年度一般会計決算）

（３）ラスパイレス指数の状況
（各年4月1日現在）

（注）１．職員手当には、退職手当を含みません。
　　　２．国民健康保険、水道、下水道、区画整理、介護保険

の各事業については、特別会計となりますので、上記
の数値には含みません。

３級主事職の経
験が６年以上で、
年齢が36歳以上

３級主事職主任職昇任試験 0 0

３級主事職の経験が
５年以上で、年齢が
28歳以上36歳未満

３級主事職係長職昇任試験A 4 1

主任職の経験が
１年以上で、年齢
が36歳以上

主任職係長職昇任試験B 19 10

係長職の経験が
５年以上で、年齢
が34歳以上

係長職課長職昇任試験 17 10

受験資格対象職層 受験者 合格者区　分

（注）いずれの試験も昇任年月日は、平成19年４月１日です。

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100と
した場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

市職員の給与・
　勤務条件等を

公表します

市職員の給与・
　勤務条件等を

公表します

市役所☎563－2111（代）
東やまと市報東やまと市報 ２００７・１２・１５ ❹



　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
で

は
、
被
保
険
者
に
必
要
な
医
療

費
の
支
給
を
行
う
ほ
か
、
保
健

事
業
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
次
の
と
お
り
無
料
の

健
康
づ
く
り
相
談
や
パ
ネ
ル
展

示
な
ど
を
行
い
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

○
健
康
づ
く
り
相
談

▽
日
時　

12
月
20
日
㈭
・
21
日

㈮
午
前
10
時
〜
正
午
と
午
後
１

時
〜
３
時

▽
場
所　

市
役
所
１
階
101
会
議

室▽
相
談
内
容　

健
康
に
関
す

る
こ
と
全
般
（
血
圧
、
骨
密

度
、
血
管
年
齢
が
測
定
で
き

ま
す
）

▽
相
談
員　

東
京
都
国
民
健
康

保
険
団
体
連
合
会
の
保
健
師

※
ご
希
望
の
方
は
、
当
日
直
接

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
相

談
者
多
数
の
場
合
は
お
断
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
パ
ネ
ル
展
示
と
ビ
デ
オ
上
映

▽
日
時　

12
月
20
日
㈭
・
21
日

㈮
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
場
所　

市
民
ロ
ビ
ー
（
市
役

所
１
階
）

▽
内
容　

病
気
予
防
や
国
民
健

康
保
険
税
な
ど
に
関
す
る
パ
ネ

ル
展
示
と
ビ
デ
オ
上
映

□
お
問
合
せ
は
、
保
険
年
金
課

・
内
線
１
０
２
１
ま
で
。

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
に
当
て

は
ま
る
方
に
、
入
院
見
舞
金
を

支
給
し
て
い
ま
す
。
該
当
す
る

方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
の
条
件　

①
連
続
し
て

30
日
以
上
の
入
院
が
あ
っ
た
方

（
入
院
中
を
含
む
）
②
70
歳
以

上
の
方
（
対
象
と
な
る
入
院
が

あ
っ
た
年
度
に
70
歳
に
な
る
方

を
含
む
）
③
東
大
和
市
に
転
入

し
て
１
年
以
上
で
あ
る
こ
と

④
市
民
税
非
課
税
の
方

▽
見
舞
金
額　

一
律
一
万
円

※
同
一
年
度
内
に
複
数
回
の
30

日
を
越
え
る
入
院
が
あ
っ
た
場

合
で
も
、
そ
の
う
ち
の
１
回
の

み
支
給
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
入
院
日
数
に
達

し
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る

と
、
申
請
の
権
利
が
消
滅
し
ま

す
。

▽
問
合
せ　

高
齢
介
護
課
・
内

線
１
１
７
１
ま
で
。

「
任
意
後
見
制
度
」
を
悪
用
し

た
財
産
侵
害
等
の
被
害
が
問
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

も
し
、
任
意
後
見
制
度
の
利

用
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
ひ

と
り
で
判
断
す
る
こ
と
は
絶
対

に
避
け
、
契
約
を
締
結
す
る
前

に
専
門
相
談
機
関（
弁
護
士
会
、

司
法
書
士
会
、社
会
福
祉
士
会
、

東
京
公
証
人
会
、法
テ
ラ
ス
等
）

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
高
齢
者
の
総
合
相

談
の
窓
口
で
あ
る
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
で
、
こ
れ
ら
の
制

度
の
説
明
や
専
門
相
談
機
関
を

ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
専
門
相
談
機
関
の
う
ち
、
面

接
相
談
は
有
料
と
な
る
機
関
も

あ
り
ま
す
。

《「
任
意
後
見
制
度
」
と
は
》

　

自
分
に
判
断
能
力
が
あ
る
う

ち
に
、
あ
ら
か
じ
め
公
証
人
役

場
で
公
正
証
書
に
よ
っ
て
任
意

後
見
制
度
を
結
び
ま
す
。

　

将
来
、
自
分
の
判
断
能
力
が

低
下
し
た
時
に
、本
人
、配
偶
者
、

四
親
等
内
の
親
族
ま
た
は
任
意

後
見
受
任
者
が
家
庭
裁
判
所
に

申
立
て
を
行
い
ま
す
。
家
庭
裁

判
所
が
選
任
し
た
任
意
後
見
監

督
人
の
監
督
の
も
と
、
任
意
後

見
人
が
本
人
に
代
わ
っ
て
契
約

な
ど
の
法
律
行
為
を
行
い
ま
す
。

▽
問
合
せ　

東
大
和
市
北
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
563

－

８
７
７
７
、
東
大
和
市
南
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
590

－

１
１
３
８
、
高
齢
介
護
課
・
内

線
１
１
７
６
ま
で
。

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
に

巧
み
に
近
づ
き
、
法
律
等
の
専

門
家
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
高

齢
者
を
安
心
さ
せ
、
不
適
切
な

契
約
や
財
産
の
処
分
等
を
行
い

不
当
な
利
益
を
得
る
と
い
う
、

支給率 １２％

支給対象職員数 ５０５人

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 465,829円

－－
千円

25,900
（35年6月）

千円
2,390

（6年8月）

千円
27,827
（36年1月）

千円
20,926
（33年9月）

平成18年度にお
ける1人当たり平
均支給額
（　）内は、平均勤
続年数

59.2859.2859.2050.0059.2059.20最高限度額
59.2847.5059.2049.7559.2049.75勤続35年
41.3433.5043.5032.5043.5032.50勤続25年
30.5523.5033.5024.2533.5024.25勤続20年

支
給
率

勧奨
定年

普通
勧奨
定年

普通
勧奨
定年

普通

国東京都東大和市
区　　分

　②　退職手当（平成19年4月1日現在）
（単位：月分）

　⑥　その他の手当（平成19年4月1日現在）

　③　地域手当（平成19年４月１日現在）

　④　特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 181千円

手当の種類（手当数） ９
職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度決算） １４.１％
支給職員1人当たり平均支給年額（18年度決算） ３３,０７７円

支給実績（17年度決算） 97,660千円
職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 182千円
支給実績（18年度決算） 97,218千円
　⑤　時間外勤務手当

（注）退職手当の支給事務を共同処理するため、他の地方公共
団体とともに退職手当組合を組織しています。退職手当
組合を構成する団体の退職手当の算定方式は、同じです。

午後0時15分
～1時

午前8時30分～
午後5時15分

正午～午後0時15分
午後3時～3時15分

日曜日
土曜日

休憩時間正規の勤務時間 休息時間 勤務を要
しない日

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）職員の勤務時間、休憩時間、休息時間等の概要
　　職員の正規の勤務時間等は、次のとおりです。

　なお、児童館、市民会館などのように、職務の性質により
上記の勤務時間の割り振り、休憩時間及び休息時間により難
い職員については、勤務時間の割り振り等を別に定めています。

（２）年次有給休暇の取得の状況
　労働基準法の規定に基づき、原則として1年に20
日の有給休暇が与えられます。
　平成18年中の平均取得日数は、12.1日となって
います。

免職降任 休職 合計

0人0人勤務実績が良くない場合 0人

0人0人心身の故障の場合 5人 5人

0人0人合　　　計 5人 5人

0人0人職に必要な適格性を欠
く場合

0人

0人0人廃職又は過員を生じた
場合

0人

刑事事件に関し起訴さ
れた場合

0人 0人

５．職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）分限処分の状況（平成18年度）

（注）１．分限処分は、地方公務員法第28条の規定により公務
能率を維持することを目的として職員がその職責を十
分に果たすことができない一定の事由がある場合に職
員の意に反して行う処分です。

２．人数は当該年度に新たに処分を受けた職員数です。

　　　　（算定方式）　　　　　　　　　（支給時期）
給料月額×支給率（400／100）×勤続年数　　任期ごと
給料月額×支給率（300／100）×勤続年数　　任期ごと
給料月額×支給率（250／100）×勤続年数　　任期ごと
給料月額×支給率（250／100）×勤続年数　　任期ごと

市　長
副市長
収入役
教育長

退
職
手
当

（18年度支給割合）
　　　６月期 ２．０５月分
　　１２月期 ２．１０月分
　　　３月期 ０．２５月分
　　　　計 ４．４０月分

議　長
副議長
議　員

（18年度支給割合）
　　　６月期 ２．０５月分
　　１２月期 ２．１０月分
　　　３月期 ０．２５月分
　　　　計 ４．４０月分

市　長
副市長
収入役
教育長

　

期

末

手

当

　

 ５２９，０００円
 ４８４，０００円
 ４５８，０００円

議　長
副議長
議　員

報
　
酬

 ８９５，０００円
 ７６６，０００円
 ７１０，０００円
 ７１０，０００円

市　長
副市長
収入役
教育長

給
　
料

　 　 給 料 月 額 等 　 　区　分

（８）特別職等の報酬等の状況 （平成19年4月1日現在）

（注）１．特別職の報酬等の額は、「東大和市特別職報酬等審
議会」の答申に基づき条例で定められています。

　　　２．退職手当の支給事務を共同処理するため、他の地方
公共団体とともに退職手当組合を組織しています。退
職手当組合を構成する団体の退職手当の算定方式は、
同じです。

事由 種類

停職免職 減給

0人0人法令等に違反した場合

0人0人合　　　計 0人

0人0人職務上の義務に違反し、
又は職務を怠った場合

0人

0人

0人

0人

戒告

0人

0人

0人

0人

合計

0人

0人

0人

0人0人
全体の奉仕者たるにふ
さわしくない非行のあ
った場合

（２）懲戒処分の状況（平成18年度）

（注）　懲戒処分は、地方公務員法第29条の規定により、公務
における規律と秩序を維持することを目的として、職員
に法令等の違反等があった場合に行う処分です。

事由 種類

手当の名称 主な支給対象業務 支給単価

行旅死病人取扱手当
行旅病人、行旅死亡人等の救護、

死体等の収容等の業務

１件 死体　5,000円

 病人　3,000円

防疫作業手当
感染症等の発生予防のための

防疫作業
日額 1,000円

危険薬物取扱手当
毒物、劇物等を使用してそ族
昆虫駆除作業又は農作物消毒
作業

日額  2,000円

滞納整理事務手当
市税及び市税以外の収入の滞

納整理の業務
日額 200円

賦課調査事務手当
市税賦課に必要な所得又は家

屋の調査事務に従事
日額 200円

社会福祉業務手当
ケースワーカーの業務及び身
体障害者の日常生活訓練、心
身障害者の生活実習等の業務

月額 3,300円

犬、猫等の死体処理

手当
犬・猫等の死体等の処理 １件 300円

年末年始勤務手当
12月29日から翌年1月3日ま

での間に勤務した場合

１時間 屋外　700円

 屋内　500円

災害時緊急出動手当
風水震災等の非常時に緊急出

動した場合
１回 1,000円

配偶者 13,500円
配偶者以外
　２人まで 各6,000円
　３人目以降 各5,000円
特定期間の加算 4,000円
扶養親族有り 9,000円
扶養親族無し 8,500円
交通機関利用者（6箇月
定期券額を支給、１箇月
当たりの支給限度額
55,000円）
交通用具使用者（通勤距
離に応じて6箇月分を一
括支給）
役職の区分別に定められ
た額を支給（例：部長
128,900円、課長92,100円）

役職の区分に応じて、
4,000円から12,000円
を支給（6時間を超える
勤務は5割増）

勤 務 の 態 様 に 応 じ 、
3,050円から31,000円
を支給

配偶者 13,000円
配偶者以外
　２人まで 各6,000円
　３人目以降 各6,000円
特定期間の加算 3,700円
世帯主及びこれに準ずる
職員 　　　11,200円
交通機関利用者（6箇月
定期券額を支給）
交通用具使用者（通勤距
離に応じて１箇月ごと支
給）

役職の区分別の支給割合
を給料月額に乗じた額を
支給（部長及び局長20％、
前述以外の参事並びに副
参事15％）
参事(部長・局長) 12,000円
参事(上記以外)  10,000円
副参事 10,000円
（6時間を超える勤務は5
割増）
１回　　　　  12,000円

扶養手当

住居手当

通勤手当

管理職手当
（特別調整額）

管 理 職 員
特別勤務手当

宿日直手当

配偶者 13,000円
配偶者以外
　２人まで 各6,000円
　３人目以降 各6,000円
特定期間の加算 5,000円
借家（最高） 27,000円
自宅（新築５年） 2,500円

東京都東大和市
内容及び支給単価

手当名 国

交通機関利用者（6箇月
定期券額を支給、1箇月
当たりの支給限度額
55,000円）
交通用具使用者（通勤距
離に応じて１箇月ごとに
支給）
役職の区分別に定められ
た額を支給（例：本府省
課長130,300円）

役職の区分に応じて、
6,000円から18,000円
を支給（6時間を超える
勤務は5割増）

勤 務 の 態 様 に 応 じ 、
4,200円から20,000円
を支給

◎
国
民
健
康
保
険

健
康
づ
く
り
相
談
を

実
施
し
ま
す

ご
存
じ
で
す
か

高
齢
者

入
院
見
舞
金

◎地域包括支援センター

任意後見制度を
悪用した犯罪行為に

ご注意ください

任意後見制度を
悪用した犯罪行為に

ご注意ください

市役所☎563－2111（代）
東やまと市報東やまと市報２００７・１２・１５❺



　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

地
域
福
祉
の
推
進
の
た
め
に
活

動
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
３
年

に
１
度
の
一
斉
改
選
が
行
わ

れ
、
12
月
１
日
付
け
で
55
人
の

方
々
が
、
厚
生
労
働
大
臣
よ
り

委
嘱
さ
れ
ま
し
た
（
表
１
〜
表

３
参
照
）。
任
期
は
平
成
19
年

12
月
１
日
か
ら
平
成
22
年
11
月

30
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

　

ま
た
、
次
の
方
々
が
長
年
、

地
域
福
祉
推
進
の
た
め
活
躍
さ

れ
、
11
月
30
日
を
も
っ
て
退
任

さ
れ
ま
し
た
。

（
敬
称
略
・
順
不
同
）

　

阪
口
ヨ
シ
枝
、小
菅
玖
美
子
、

新
家
照
子
、
相
原
照
代
、
岩
崎

利
子
、本
田
悦
子
、宮　
　

男
、

坂
本
美
知
子
、　 

住
一
男
、
村

山
和
子
、
佐
々
木
栄
子
、
箕
輪

和
子
、田
中
明
美
、清
水
直
江
、

中
村
文
子
、
伊
豫
部
將
三
、
河

田
玖
美
、
関
田
和
美
、宮
澤
昌
治

【
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
こ

ん
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
】

○
社
会
福
祉
の
ア
ン
テ
ナ
と
し

て
　

生
活
上
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題

を
抱
え
て
い
た
り
、
悩
み
や
要

望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

○
地
域
福
祉
の
代
弁
者
と
し
て

　

活
動
を
通
じ
て
得
た
問
題
点

や
改
善
点
に
つ
い
て
、
必
要
に

応
じ
て
関
係
機
関
等
に
意
見
を

届
け
る
よ
う
努
め
ま
す
。

○
告
知
板
と
し
て

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
を
お

知
ら
せ
し
、
多
く
の
人
が
よ
り

良
い
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う

に
努
め
ま
す
。

○
パ
イ
プ
役
と
し
て

　

市
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
に

つ
い
て
、
行
政
や
関
係
機
関
と

連
携
・
相
談
を
行
う
パ
イ
プ
役

と
な
り
ま
す
。

○
高
齢
者
の
皆
さ
ん
に
は

　

ひ
と
り
暮
ら
し
や
寝
た
き
り

の
高
齢
者
の
方
を
見
守
り
、
相

談
を
受
け
、
支
援
し
ま
す
。

○
生
活
に
お
困
り
の
方
に
は

　

生
活
費
・
医
療
費
・
教
育
費

な
ど
、
お
困
り
の
方
の
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

○
子
ど
も
の
こ
と

　

安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る

よ
う
に
お
手
伝
い
し
ま
す
。
子

育
て
の
不
安
や
、
ひ
と
り
親
家

庭
等
の
方
の
福
祉
に
関
す
る
相

談
や
援
助
を
し
ま
す
。

▽
主
任
児
童
委
員　

市
内
に
は
、

３
人
の
主
任
児
童
委
員
が
い
ま

す
（
表
３
参
照
）。

　

主
任
児
童
委
員
は
、
児
童
福

祉
に
関
す
る
事
項
を
専
門
的
に

担
当
し
、
児
童
福
祉
関
係
機
関

と
児
童
委
員
と
の
連
絡
・
調
整

を
行
う
と
と
も
に
、
各
地
区
の

児
童
委
員
の
活
動
に
対
し
て
援

助
・
協
力
を
行
い
ま
す
。

▽
問
合
せ　

福
祉
推
進
課
・
内

線
１
１
３
２
ま
で
。

　

皆
さ
ん
の
家
庭
で
不
用
に
な

っ
た
生
活
用
品
や
、
利
用
さ
れ

ず
に
眠
っ
て
い
る
生
活
用
品
の

有
効
活
用
を
図
る
た
め
に
「
生

活
用
品
交
換
情
報
提
供
制
度
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
不
用
に

な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
で
も

す
ぐ
に
捨
て
て
し
ま
わ
ず
、
物

を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
の
が

こ
の
制
度
の
趣
旨
で
す
。

　

自
分
で
は
も
う
い
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
ま
だ

十
分
使
え
る
。
そ
う
い
っ
た

も
の
を
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

譲
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
方
を
紹

介
し
ま
す
。

▽
登
録
で
き
る
も
の　

①
家
具

類
②
楽
器
類
③
ベ
ビ
ー
用
品

④
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ジ
ャ
ー
用
品

⑤
雑
貨
類

▽
登
録
で
き
な
い
も
の　

①
食

料
品
②
薬
品
類
③
動
物
・
植
物

④
貴
金
属
⑤
衣
類
⑥
書
籍
⑦
ガ

ス
器
具
⑧
自
転
車
（
幼
児
用

は
扱
い
ま
す
）、
電
動
車
い
す

⑨
テ
レ
ビ
、洗
濯
機
、冷
蔵
庫
、

エ
ア
コ
ン
⑩
そ
の
他
市
長
が
不

適
当
と
認
め
た
も
の

※
登
録
期
間
は
２
か
月
と
し
、

あ
っ
せ
ん
は
３
人
ま
で
を
限
度

と
し
ま
す
。

※
譲
り
受
け
た
い
と
希
望
す
る

品
は
、
１
人
当
た
り
２
点
ま
で

と
し
、登
録
順
に
紹
介
し
ま
す
。

※
こ
の
制
度
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
対
す
る
意

識
や
善
意
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
譲
り
渡
し
は
無
料

で
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

市
民
生
活
課
・
内

線
１
７
１
１
ま
で
。

　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

の
担
当
保
育
士
が
、
地
域
の
集

会
所
な
ど
に
出
張
し
、
育
児
や

子
ど
も
の
発
達
な
ど
に
つ
い
て

ご
相
談
を
お
受
け
す
る
「
か
る

が
も
相
談
室
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。
親
子
で
手
遊
び
や
絵
本
の

読
み
聞
か
せ
、
参
加
者
同
士
の

情
報
交
換
な
ど
を
行
い
ま
す
。

▽
対
象　

０
歳
〜
３
歳
児
と
そ

の
親

▽
期
日
・
場
所

・
平
成
20
年
１
月
９
日
㈬
：
湖

畔
集
会
所

・
平
成
20
年
１
月
16
日
㈬
：
清

水
集
会
所

・
平
成
20
年
１
月
23
日
㈬
：
仲

原
集
会
所

▽
時
間　

午
前
10
時
30
分
〜
正

午
（
予
約
は
不
要
で
す
）

▽
問
合
せ　

子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
☎
565

－

３
６
５
１
ま

で
。

　

市
と
東
京
都
の
教
育
相
談
機

関
で
は
、
子
ど
も
の
教
育
、
進

路
の
こ
と
や
い
じ
め
に
つ
い
て

の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、

一
人
で
悩
ま
ず
に
早
め
に
相
談

を
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

▽
対
象　

児
童
・
生
徒
、
保
護

者
、
学
校
教
職
員
な
ど

▽
相
談
機
関　

表
４
・
表
５
の

と
お
り

▽
問
合
せ　

指
導
室
・
内
線
１

５
３
２
ま
で
。

民
生
委
員
・

児
童
委
員
が　

新
た
に
決
ま
り
ま
し
た

生
活
用
品
交
換

情
報
提
供
制
度

◎
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

出
張
相
談

か
る
が
も
相
談
室

教
育
相
談
機
関
の

ご
案
内

子 ど も の
人 権 相 談

第２・４水曜日（祝日は除く）
午後3時～5時　☎567‐0346

通話料
有 料 ☎090‐8949‐2191

通話料
無 料

☎090‐310‐143をかけ、
ガイダンス応答後0120
‐903‐194へかける

毎週火曜日
2 4 時 間
電 話 相 談

毎週火曜日午前0時～翌日午前0
時（24時間）

い じ め
電 話 相 談

月～金曜日（祝日は除く）
午前9時～午後4時
☎567‐0346

さ わ や か
教育相談室

月～金曜日（祝日は除く）
午前10時～午後5時
☎562‐7911（要予約）

※12月29日から1月3日は除く。

〈表４〉市教育委員会教育相談機関

☎０３－３５８０－４９７０
土･日･祝日 午前8時30分～午後5時

警 視 庁
少年育成課
少年相談室

月～金曜日 午前8時～午後8時
☎０１２０－８７４－３７４

土･日･祝日 午前9時～午後5時
子 ど も の
権 利 擁 護
専門相談事業

月～金曜日 午前9時～午後8時30分
☎０３－５８００－８００８

土･日･祝日 午前9時～午後5時
東 京 都
教 育 相 談
セ ン タ ー

月～金曜日 午前9時～午後9時

※12月29日から1月3日は除く。

〈表５〉東京都教育相談機関

〈表１〉東部地区民生委員・児童委員
氏　名 電話番号 担　当　区　域

千 葉 司 朗 ☎562-8806 清原1丁目

髙橋フサ子 ☎562-8928 清原2丁目の一部（1～4号棟）及びその周辺（市道第4号線以南）

西 脇 明 美 ☎561-1280 清原2丁目の一部（5～10号棟、アパート北17号棟）
吉 田 弘 之 ☎561-8084 清原3丁目
比 嘉 弓 子 ☎564-8875 清原4丁目

小沢美智子 ☎563-4310 湖畔1丁目、3丁目の一部（1167～1170・1178～1184以外）
吉田美保子 ☎564-4986 湖畔2丁目
尾 﨑 景 行 ☎565-1224 狭山、多摩湖4丁目
五十嵐真美子 ☎563-7096 清水1･3丁目
福原加代子 ※ 清水2丁目
小泉美佐子 ☎564-6616 清水4･5丁目
宮 本 義 勝 ☎564-8682 清水6丁目
五十嵐真弓 ☎565-1658 新堀1丁目
濵 野　 駿 ☎564-6277 新堀2丁目
鈴木セツ子 ☎562-9881 新堀3丁目

渡 邉 辰 男 ☎563-3481 高木、湖畔3丁目の一部（1167～1170・1178～1184）
奥 原 徹 男 ☎565-5391 仲原1･2丁目、向原1丁目

髙 橋 和 子 ☎561-8068 向原2丁目、3丁目の一部（都営住宅以外）、仲原3･4丁目
近 藤 純 惠 ☎561-5509 向原3丁目の一部（6～16号棟）
足 立 直 子 ☎562-2861 向原4丁目
江 尻 栄 子 ☎563-4628 向原5丁目

北 谷 康 子 ☎564-9320 向原6丁目1155～1414、南街4丁目
神 谷 哲 司 ☎564-5242 向原6丁目の一部（17～20号棟）

田 﨑 純 子 ☎566-0675 向原6丁目の一部（17～20号棟以外）

〈表３〉主任児童委員
氏　　名 電話番号

上　田　みどり ☎562-2175

滝　澤　明　美 ☎561-7405

矢　野　美惠子 ☎561-1695
※電話番号を表示していない地区については福祉推進課におたずねください。

〈表２〉西部地区民生委員・児童委員
氏　名 電話番号 担　当　区　域

川鍋富三男 ☎562-3014 芋窪1･3丁目
石 井 正 雄 ☎562-1435 芋窪2･4丁目
野 口 吉 良 ☎564-9102 芋窪5･6丁目
郡山真由美 ☎565-9560 上北台2丁目
山 下　 靖 ☎561-3723 上北台3丁目、立野4丁目

井 出 春 枝 ☎564-4056
桜が丘1丁目の一部（西武東大和
ハイツ、ステイツ武蔵野東大和グ
ランパサージュ）

粕 谷 操 士 ☎564-8207
桜が丘1丁目の一部（NTT社宅、
東京ユニオンガーデン）、桜が丘2
丁目の一部（市道第817号線以東）

永井惠美子 ☎561-1109 桜が丘2丁目の一部（市道第704号線以西）

岩隈紀代子 ☎564-3596 桜が丘2丁目の一部（市道第817号線以西～市道第704号線以東）

塚 崎 佳 子 ※ 桜が丘3丁目の一部（市道815号
以東）

後 藤 一 榮 ☎566-2553
桜が丘3丁目の一部（市道第815
号線以西）、桜が丘4丁目の一部
（市道第814号線西延長線以南）

関　 敦 子 ☎565-8443 桜が丘4丁目の一部（市道第814号線西延長線以北）
中 澤 利 子 ☎565-7383 蔵敷1･2丁目

加 藤 和 枝 ☎566-0583 蔵敷3丁目の一部（市道10号線以西、芝中イ5･６･7･19、芝中ロの全部）

青 木 輝 美 ☎562-7670 蔵敷3丁目の一部（市道10号線以東、芝中イ1～4･8～18･20～23）
清 水 國 夫 ☎564-7949 立野2丁目、上北台1丁目
小林美智子 ☎564-4891 立野3丁目
杉村多恵子 ☎565-0477 中央1･2丁目
神 原　 久 ☎561-0505 中央3･4丁目、立野1丁目
堤　 健 次 ☎562-2842 奈良橋1･4･6丁目
大 熊 幸 代 ☎590-7544 奈良橋2･3･5丁目
河 西 潤 子 ☎564-1693 南街1丁目
濵 本 將 孝 ☎565-7038 南街2丁目1～40
落 合　 進 ☎564-1626 南街2丁目41～117
山 田 喜 藏 ☎564-9557 南街3丁目
坪 池 正 春 ☎563-3756 南街5丁目1～65

北田壽美子 ☎090-8014
-6143 南街5丁目66～101

船 坂 紘 子 ☎565-1054 南街6丁目

市役所☎563－2111（代）
東やまと市報東やまと市報 ２００７・１２・１５ ❻



■
簡
単
に
作
れ
る
離
乳
食
講
習

会
（
７
〜
11
か
月
）

　

生
後
７
〜
11
か
月
の
乳
児
の

保
護
者
／
平
成
20
年
１
月
15
日

㈫
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

／
市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
／
20
人

（
申
込
順
）
／
保
育
室
の
用
意

が
あ
り
ま
す〔
15
人（
申
込
順
）〕

／
離
乳
食
の
進
め
方
の
話
と
調

理
実
習
、
試
食
／
母
子
健
康
手

帳
、
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾き

ん

、
バ

ス
タ
オ
ル
等

■
初
め
て
の
離
乳
食
講
習
会

（
５
〜
６
か
月
）

　

生
後
４
〜
６
か
月
の
乳
児
の

保
護
者
／
平
成
20
年
１
月
10
日

㈭
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

／
市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
／
20
人

（
申
込
順
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
電
子
申
請
で
も
受
け
付
け

可
）
／
保
育
室
の
用
意
が
あ
り

ま
す
〔
15
人
（
申
込
順
）〕
／

離
乳
食
の
進
め
方
の
話
と
調
理

実
習
／
母
子
健
康
手
帳
、
エ
プ

ロ
ン
、三
角
巾
、バ
ス
タ
オ
ル
等

□
申
込
み
・
問
合
せ
は
、
市
立

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
565

－

５
２
１

１
ま
で
。

■
男
女
共
同
参
画
推
進
審
議
会

　

12
月
20
日
㈭
午
後
７
時
か
ら

／
市
役
所
会
議
棟
第
１
会
議
室

／
傍
聴
者
の
定
員　

５
人
以
内

（
先
着
順
）
／
傍
聴
の
申
込
方
法

当
日
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ

さ
い
／
詳
細
は
あ
ら
か
じ
め
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
／
市
民

生
活
課
・
内
線
１
７
１
４
ま
で
。

■
郷
土
博
物
館
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ

ム
〜
ク
リ
ス
マ
ス
投
影

　

星
の
話
と
音
楽
で
ク
リ
ス
マ

ス
ら
し
い
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
今
年
の

天
文
の
話
題
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

12
月
24
日
（
振
替
休
日
）
午

前
11
時
か
ら
、午
後
１
時
か
ら
、

午
後
３
時
か
ら
／
100
人
（
当
日

先
着
順
）
／
観
覧
料　

大
人
200

円
、
小
・
中
学
生
100
円
／
投
影

途
中
で
の
入
退
場
は
で
き
ま
せ

ん
／
郷
土
博
物
館
☎
567

－

４
８

０
０
ま
で
。

■
「
多
摩
・
島
し
ょ
子
ど
も
体

験
塾
」
小
・
中
学
生
ネ
オ
テ
ニ

ス
教
室

　

市
内
在
住
・
在
学
の
小
・
中

学
生
／
平
成
20
年
１
月
12
日
㈯

・
19
日
㈯
・
26
日
㈯
午
前
９
時

〜
11
時
（
全
３
回
）
／
市
民
体

育
館
／
30
人（
申
込
順
）／
室
内

用
運
動
靴
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物

（
水
分
補
給
用
）
等
／
12
月
28

日
㈮
午
後
５
時
ま
で
に
市
民
体

育
館
☎
566

－

３
５
３
１
へ
。

■
平
成
19
年
工
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

経
済
産
業
省
で
は
、
工
業
統

計
調
査
を
12
月
31
日
現
在
で
実

施
し
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
製

造
業
を
営
む
事
業
所
を
対
象
に
、

１
年
間
の
生
産
活
動
に
伴
う
製

造
品
の
出
荷
額
、
原
材
料
使
用

額
な
ど
を
調
査
し
、
製
造
業
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
調
査
結

果
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の

行
政
施
策
の
重
要
な
基
礎
資
料

と
し
て
使
わ
れ
る
ほ
か
、企
業
、

大
学
な
ど
の
研
究
資
料
、
小
・

中
・
高
等
学
校
の
教
材
な
ど
、

広
く
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
を
お
願
い
す
る
市
内
の

製
造
事
業
所
に
は
、
12
月
中
旬

か
ら
来
年
１
月
に
か
け
て
、
東

京
都
知
事
か
ら
任
命
さ
れ
た
統

計
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
。
調

査
員
は
「
調
査
員
証
」
を
必
ず

携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確

認
の
う
え
ご
協
力
く
だ
さ
い
／

総
務
課
・
内
線
１
３
１
２
ま
で
。

■
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
築
造
時
は

境
界
の
確
認
を

　

家
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
築
造

時
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
道
と

の
境
界
を
確
認
し
て
か
ら
、
工

事
を
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。
市
道
と
私
有
地
の
境
界
が

わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
工
事
等

を
行
う
前
に
、
必
ず
管
理
課

（
市
役
所
２
階
）
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
市
道

と
の
境
界
に
は
、
道
路
の
曲
が

り
角
ご
と
に
道
路
境
界
を
示
す

た
め
の
境
界
標
（
コ
ン
ク
リ
ー

ト
杭く

い

、
金
属
製
プ
レ
ー
ト
等
）

が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
工
事

等
の
際
に
は
、
こ
れ
ら
を
動
か

し
た
り
、
壊
し
た
り
し
な
い
よ

う
に
お
願
い
し
ま
す
／
管
理
課

・
内
線
１
２
１
４
ま
で
。

■
東
大
和
警
察
署
〜
飲
酒
運
転

を
根
絶
し
よ
う
！

　

年
末
は
、
忘
年
会
な
ど
で
お

酒
を
飲
む
機
会
が
多
く
な
り
ま

す
。
車
両
を
運
転
さ
れ
る
皆
さ

ん
は
、
飲
酒
運
転
が
犯
罪
で
あ

る
こ
と
を
自
覚
し
、
お
酒
を
飲

ん
だ
ら
絶
対
に
運
転
は
や
め
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
運
転
し
な
い

方
で
も
次
の
よ
う
な
場
合
は
、

処
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
飲
酒
運
転
を
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
者
に
車
両
を
提
供
す
る
②

飲
酒
運
転
を
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
者
に
酒
類
を
提
供
す
る
③
運

転
者
が
飲
酒
し
て
い
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
車
両
に
乗
せ
て

く
れ
る
よ
う
依
頼
・
要
求
を
し

て
、
車
両
に
同
乗
す
る
／
東
大

和
警
察
署
☎
566

－

０
１
１
０
へ
。

■
社
会
福
祉
協
議
会
〜
福
祉
祭

の
お
礼

　

11
月
11
日
に
開
催
し
た
第
30

回
福
祉
祭
の
収
益
金
は
331
万
円

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
収
益
金

は
、
福
祉
の
充
実
と
発
展
の
た

め
に
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
皆
様
の
温
か
い
ご
協
力
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
／
社
会
福

祉
協
議
会
☎
564

－

０
０
１
２
へ
。

※
凡
例　

講
講
師
、
費
費
用
、

入
入
会
金
、
月
月
会
費
、
問
問

合
せ
、
申
申
込
み

□
第
23
回
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ

ー
ト
（
東
大
和
市
青
少
年
対
策

第
三
・
第
五
・
第
六
地
区
委
員

会
）
／
12
月
22
日
午
後
１
時
30

分
〜
４
時
／
ハ
ミ
ン
グ
ホ
ー
ル

／
三
小
、
五
小
、
二
中
、
三
中

の
子
ど
も
た
ち
が
、
ク
ラ
ブ
活

動
で
鍛
え
た
技
を
披
露
し
ま
す

／
問
三
浦
561

－

５
３
４
４

□
健
康
体
操
・
自
彊き

ょ
う

術
会
員
募

集
（
も
く
れ
ん
）
／
成
人
女
性

／
毎
週
木
曜
日
午
後
７
時
15
分

〜
９
時
／
市
民
体
育
館
／
月
千

八
百
円
／
い
つ
で
も
見
学
歓
迎

／
問
長
谷
川
565

－

７
８
９
７

◎
償
却
資
産
の
申
告
を
忘
れ
ず

に
　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
・
家

屋
の
ほ
か
に
事
業
用
の
資
産

（
償
却
資
産
）
に
も
課
税
さ
れ

ま
す
。
償
却
資
産
の
所
有
者
に

は
申
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
平
成
20
年
１
月
１

日
現
在
、
市
内
に
事
業
用
の
資

産
を
お
持
ち
の
方
は
、
次
の
と

お
り
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
告
内
容　

資
産
の
種
類
、

名
称
、
数
量
、
取
得
年
月
、
取

得
価
格
、
耐
用
年
数
等

▽
申
告
方
法　

課
税
課
（
市
役

所
１
階
）
で
配
布
す
る
所
定
の

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
19
年
度
の
申
告
を
さ
れ

た
方
に
は
、市
か
ら「
申
告
書
」

と
「
申
告
の
手
引
き
」
を
送
付

し
ま
す
。
申
告
書
等
が
届
か
な

際
に
、
本
人
の
電
子
署
名
及
び

電
子
証
明
書
を
併
せ
て
送
信
し

た
場
合
、
所
得
税
額
か
ら
五
、

〇
〇
〇
円
（
そ
の
年
分
の
所
得

税
額
を
限
度
）
を
控
除
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
控
除

は
、
平
成
19
年
分
か
20
年
分
の

い
ず
れ
か
１
回
に
限
り
ま
す
。

▽
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

▽
問
合
せ　

立
川
税
務
署
☎
523

－

１
１
８
１
へ
。

い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
申
告
書
提
出
先　

課
税
課

▽
申
告
期
限　

平
成
20
年
１
月

31
日
㈭

▽
問
合
せ　

課
税
課
・
内
線
１

０
６
０
ま
で
。

◎
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申

告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

　

国
税
の
申
告
・
納
税
が
、
税

務
署
に
行
か
な
く
て
も
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
自
宅

や
オ
フ
ィ
ス
で
で
き
る
サ
ー
ビ

ス
で
す
。
ご
利
用
に
当
た
っ
て

は
、
事
前
に
開
始
届
出
書
の
提

出
や
電
子
証
明
書
の
取
得
な
ど

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

源
泉
所
得
税
の
毎
月
納
付
分
、

消
費
税
の
中
間
申
告
・
納
付
な

ど
利
用
回
数
が
多
い
方
に
は
大

変
便
利
で
す
。

【
電
子
申
告
に
よ
り
所
得
税
の

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
】

　

電
子
申
告
を
利
用
し
て
所
得

税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

□
公
立
昭
和
病
院
職
員
募
集
／

職
種
・
採
用
人
数
・
応
募
資
格

一
般
事
務〔
大
卒（
既
卒
・
新
卒
）

程
度
〕
：
３
人
程
度
、
昭
和
55

年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
61
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
／

平
成
20
年
４
月
１
日
以
降
採
用

予
定
／
選
考
日　

平
成
20
年
１

月
20
日
／
試
験
案
内
・
申
込
書

等
の
配
布　

同
病
院
総
務
課〔
同

病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.kouritu-show

a.jp/

）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
〕
／

申
込
期
限　

郵
送
：
平
成
20
年

１
月
４
日（
消
印
有
効
）
持
参
：

平
成
20
年
１
月
７
日
／
問
申
込

方
法
等
詳
し
く
は
同
病
院
総
務

課
042

－

461

－

０
０
５
２
へ
。

□
国
営
昭
和
記
念
公
園
〜W

in
ter V

ista Ⅰ
llum
ination

／
12

月
25
日
ま
で
／
点
灯
時
間　

午

後
５
時
〜
９
時
／
フ
ラ
ワ
ー
イ

ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
シ
ャ
ン
パ

ン
グ
ラ
ス
ツ
リ
ー
、
冬
の
花
火

（
12
月
15
日
・
22
日
・
24
日
の

午
後
８
時
か
ら
５
分
間
）、
ミ

ニ
コ
ン
サ
ー
ト
（
12
月
15
日
・

16
日
・
22
〜
24
日
）
な
ど
／
費

入
園
料　

大
人
400
円
、
小
・
中

学
生
80
円
（
小
学
生
未
満
の
お

子
さ
ん
は
無
料
）
／
問
同
公
園

528

－

１
７
５
１

□
東
京
都
薬
用
植
物
園
〜
休
園

の
お
知
ら
せ
／
園
内
整
備
の
た

め
、
平
成
20
年
１
月
か
ら
３
月

ま
で
の
間
、
毎
週
月
曜
日
（
月

曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

を
休
園
し
ま
す
／
問
同
植
物
園

042

－

341

－

０
３
４
４

～メタボリックシンドローム～

　メタボリックシンドロームとは内臓脂肪
の蓄積により、高脂血症や糖尿病、高血圧
症を合併する症候群のことをいいます。内
臓脂肪が蓄積するとインスリンの効きが悪
くなり、高脂血症や糖尿病、高血圧症を引
き起こしやすいというわけですが、ではど
ういう状態を「内臓脂肪が蓄積している」
というのでしょうか。簡単にいうと、おな
か周りがプクッと出た肥満体型をいいま
す。腹囲が男性で85㎝以上、女性で90㎝
以上の場合「内臓脂肪型肥満」と判定され
ます。そのうえ、次のいずれか２つにあて
はまると、「メタボリックシンドローム」
と診断されます。
①空腹時血糖110㎎/dl以上
②収縮時血圧130mmHg以上または拡張期
血圧85mmHg以上
③中性脂肪150㎎/dlまたはＨＤＬコレス
テロール40㎎/dl未満
　お腹周りの正しい測り方は①おへその高
さの腹囲を②空腹時に③両手をからだのわ
きに垂らし自然に立った状態で④息をはき
終わった時に測定します。
　自分の腹囲がどれくらいあるか知ってい
ますか？健康診断で高脂血症、糖尿病、高
血圧症のいずれかを指摘されたことがあり
ますか？もし、あてはまるところがあった
ら食事や運動などの生活習慣を見直してみ
ましょう。男性の「腹囲85㎝」は厳しい
数字ですが、今より少しでも改善すること
によって、メタボリックシンドロームから
遠ざかりましょう。
　健康に関する相談・お問い合わせは、市
立保健センター☎565-5211まで。

市
民
情
報

市
民
情
報

市
民
情
報

あ な た の 税 が 住 み 良 い 街 を 築 き ま す

官
公
署
だ
よ
り

官
公
署
だ
よ
り

官
公
署
だ
よ
り

税

金

《今月の納期》
納期限　12月25日（火）

・固定資産税・都市計画税 第3期
・国民健康保険税 第6期
・介護保険料 第6期
（介護保険料のお問い合わせは、
高齢介護課・内線 1171 まで   ）

　保
　
健

保
　
健

　保
　
健

保
　
健

　保
　
健

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市役所☎563－2111（代）
東やまと市報東やまと市報２００７・１２・１５❼
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■
立
川
社
会
保
険
事
務
所
の
国

民
年
金
集
合
徴
収
（
収
納
・
相

談
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
民
年
金
加
入
者
を
対
象
に
、

保
険
料
の
収
納
及
び
年
金
相
談

に
つ
い
て
立
川
社
会
保
険
事
務

所
の
職
員
が
受
け
付
け
ま
す
。

▽
日
時　

12
月
20
日
㈭
・
21
日

㈮
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分

▽
場
所　

東
大
和
市
役
所
会
議

棟
第
３
会
議
室

■
国
民
年
金
は
二
十
歳
が
ス
タ

ー
ト
で
す

　

日
本
に
住
所
の
あ
る
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
方
は
、
必
ず
国

民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
（
厚
生
年
金
保
険

や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る

人
は
除
き
ま
す
）。

　

国
民
年
金
は
老
後
の
生
活
保

障
だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や
け

が
な
ど
万
が
一
の
時
の
生
活
を

支
え
る
も
の
で
す
。

　

加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

障
害
基
礎
年
金
な
ど
が
受
け
ら

れ
な
く
な
っ
た
り
、
老
齢
基
礎

年
金
の
額
が
少
な
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

自
営
業
や
学
生
の
第
一
号
被

保
険
者
の
皆
さ
ん
、
納
め
忘
れ

た
保
険
料
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
年
金
が
少
な
く
な
っ
た

り
、
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
納
め

忘
れ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
（
納

付
期
限
は
翌
月
の
末
日
）。

　

経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を

納
め
る
の
が
困
難
な
時
は
、
保

険
料
の
納
付
を
免
除
ま
た
は
、

猶
予
（
30
歳
未
満
の
方
）
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
を
郵
送
し

ま
し
た

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
確
定

申
告
や
年
末
調
整
の
際
、
社
会

保
険
料
控
除
対
象
に
な
り
ま
す
。

控
除
を
受
け
る
に
は
、
納
付
し

た
保
険
料
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
社
会
保
険
庁
で
は
10
月
１

日
ま
で
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
額
を
証
明
し
た
「
控
除

証
明
書
」
を
11
月
に
郵
送
し
ま

し
た
。
た
だ
し
、
年
の
途
中
加

入
の
た
め
、
保
険
料
の
納
付
が

10
月
２
日
以
降
の
場
合
に
は
、

翌
年
２
月
初
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

年
末
調
整
、
確
定
申
告
の
際

に
は
、「
控
除
証
明
書
」
と
10
月

２
日
以
降
に
納
付
し
た
領
収
書

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
専
用
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
０
５
７
０

－

０
０

－

９
９
１
１
）、
ま
た
は

立
川
社
会
保
険
事
務
所
☎
523

－

０
３
５
２
へ
。

□
お
問
合
せ
は
、
立
川
社
会
保

険
事
務
所
の
各
担
当
課
／
年
金

の
受
給
、相
談
：
年
金
給
付
課
☎

523

－

０
３
５
５
／
国
民
年
金
の

資
格
：
業
務
課
☎
523

－

０
３
５

７
／
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

：
保
険
料
課
☎
523

－

０
３
７
４
、

ま
た
は
東
大
和
市
役
所
保
険
年

金
課
・
内
線
１
０
２
５
ま
で
。

スポーツから学ぶものも

　東大和市の小学６年生に聞きました。「学校体
育以外でスポーツを習っている人はいますか？」
驚いたことにほとんどの生徒が手を挙げました。
確かにこの街には自然が多くスポーツが出来る
公園も多いです。私は中学、高校、大学、実業団と
スポーツの世界で活動をし、現在も指導者とし
て多くのスポーツ愛好者と接しています。最近
その活動がさらに大きくなったのは、この街に
来てスポーツをする環境が増えたからなのです。
　子どものスポーツチームの活動も盛んです。
子どもがスポーツチームで学ぶことで大切なこ
とは、勝ち負けよりも礼儀や規律と言われます。
その中で、指導者との関係やチームメイトとの
関係、またスポーツ障害や発育に関する悩みの
中で子どもたちは楽しみ、悩み、苦しむことを
経験し、礼儀や規律を学んでいきます。
　昔から、「スポーツマンのあいさつは気持ち
が良い」と言われますが、最近はこのあいさつ
を『スポーツの中のもの』もっと悪いと『指導
者や先輩へのもの』と勘違いしている人がいる
ように思います。その中で何人の子どもたちが、
親・兄弟・近所のおじちゃんやおばちゃん・学
校の先生に、チーム内でしているようなあいさ
つをしているでしょうか？最近では、コーチや
先輩にはしっかりとあいさつをしても、自宅で
はあいさつをしない子どもが増えてきたと聞き
ます。まず、指導者が考えなければなりません。
子どもを指導すると言うことは「私はボランテ
ィアだから」では済まないこともあるのです。
子どものスポーツ指導を引き受けた以上「大切
な教育の時間の一部を預かった」と言う気持ち
で子どもたちと接することも大切だと思います。
　スポーツは、子どもたちがチーム内で学んだ
『こんにちは』『さようなら』『ありがとう』
『ごめんなさい』などが自然に日常生活の中で
言えるための学校であってほしいものです。

（平成19年度市民記者　大隈広貴）

チケット発売中の自主事業
●クリステル・チアリ＆メル
ヘン劇場（２回公演）
平成20年１月26日㈯①午前11
時開演②午後２時開演／小ホ
ール　全席指定／３歳以上
1,500円／２歳以下のお子さん
でも、席が必要な場合は有料。
　元ＮＨＫ番組「英語であそ
ぼ」の歌のおねえさん、クリ
ステル・チアリと森の仲間た
ちによるファミリーコンサー
ト＆「三匹のこぶた」のメル
ヘン劇場です。ご家族みんな
でお楽しみください。

●第13回ハミング寄席～春風
亭小朝独演会～（共催）

〈残席わずか（12月６日現在）〉
平成20年２月２日㈯午後６時
開演／大ホール　全席指定／
一般3,500円、シニア3,300円／
未就学児の入場はできません。
※ハミングホール販売分は完
売しました。
●東大和の第九～東大和市民
合唱団「第九を歌う会」第
８回演奏会～（共催）
平成20年２月24日㈰午後２時

開演／大ホール　全席自由／
2,500円／指揮者：小松一彦、
ソリスト：大倉由紀枝（ソプ
ラノ）、秋葉京子（アルト）、
角田和弘（テノール）、稲垣
俊也（バス）／管弦楽：日本
ニューフィルハーモニー管弦
楽団

●言の葉コンサート「羅生門」
平成20年３月８日㈯午後３時
開演／大ホール　全席指定／
一般4,000円、シニア3,600円、
高校生以下2,000円／出演　江
守徹（語り）、大倉正之助（大
鼓）、一噌幸弘（能管）／未
就学児の入場はできません。
　天才演劇人、江守徹と気鋭
の能楽師が贈る、新たな芸術
空間をお楽しみください。

ロビーコンサート
12月26日㈬正午開演／無料／
2本のバイオリンが奏でるデ
ュオ×ＤＵＯコンサート

チケット販売のご案内
■ハミングホール／販売時間
午前９時～午後６時（休館日
は毎週月曜日。月曜日が祝日
に当たる時は、その翌日）／
発売開始日のみ午前９時から
整理券を配布し、午前９時10
分から販売します／電話予約
は発売開始日の午後１時から
受付開始
■奈良橋・桜が丘市民センタ
ー、狭山・蔵敷・上北台公民館
／販売時間　午前９時～午後
５時（土・日曜日、祝日は除く）
／発売開始日のみ午前10時か
ら販売／販売期間は発売開始
日から１週間以内。販売枚数
は若干数となりますので、完
売の際はご了承ください。
◎シニア料金は、60歳以上の
方が対象となります。チケッ
ト購入の際には、鑑賞する方
が60歳以上であることを証明
するもの（免許証、保険証な
ど）を提示してください。
◎高校生以下料金のチケット
を購入する中学・高校生は、
学生証を提示してください。

1月の施設使用の申込み
　1月から受け付けを開始す
る施設の使用申込対象月は、
次のとおりです。
施設名 申込対象月

大・小ホール 平成21年１月
その他の施設 平成20年７月

◇調整会議　市民対象の調整
会議を1月8日㈫午後１時30
分から事務室で行います。
◇申込期限　大・小ホールは
使用日の10日前まで、その他
の施設は使用日の３日前まで
となります（休館日は除く）。

国
民
年
金
●

だ
よ
り

ハミングホール
自主事業の

ご案内
☎590-4411

指揮者　小松一彦

　今月は、移動図書館みずうみ号に新し
く入った本をご紹介します。
〈一般書〉
・手ぬいで作るベビー小物　かやしまれ
いこ著
・子どものイラストでママが作るキッズ
のバッグ　阪本あやこ著
・安心、手づくり常備菜と保存食　武蔵
裕子著
〈児童書〉
・わにわにのおでかけ　小風さち文　山
口マオ絵
・１０にんのきこり　Ａ．ラマチャンド
ラン作　田島伸二訳
・１ねん１くみ１ばんくいしんぼう　後
藤竜二作　長谷川知子絵
・よにもふしぎな本をたべるおとこのこ
のはなし　オリヴァー・ジェファーズ
作　三辺律子訳
本のリクエストは、電話でもできます。
お問合せは、中央図書館☎564‒2454まで。

語
り　

江
守　

徹

バングラデシュ・サイクロン被害被災者救援金　日本赤十字社による救援金は「NHK海外たすけあい募集」の一環として、お近くの郵便局で振り込み（無料）ができます。ご協力をお願いします／福祉推進課・内線1132まで

市役所☎563－2111（代） ２００７・１２・１５　❽
東やまと市報東やまと市報古紙配合率 100％再生紙を使用しています


